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経年変化に関する技術的な評価に係る
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１．保安規定変更認可申請の概要（１）

【申請概要】

原子力科学研究所原子炉施設保安規定（以下、「保安規定」という。）
に、STACY（定常臨界実験装置）施設（以下、「STACY」という。）
の長期施設管理方針を追加する。

【追加内容】
・第11編 第８章 第49条 長期施設管理方針
・添付１ 長期施設管理方針（第49条関連）
・長期施設管理方針（始期：2023 年９月 13 日、適用期間： 10 年間）
「高経年化に関する評価の結果、高経年化対策として充実すべき
施設管理の項目はない。」
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１．保安規定変更認可申請の概要（２）

【長期施設管理方針策定の背景】

○長期施設管理方針は、運転開始（試験研究用原子炉では初回の保
安規定認可日）から30年が経過するまでに策定する必要がある。
STACYでは1993年９月13日を運転開始の起点として、2023年９月13
日に30年が経過する。

○STACYは1995年5月15日に使用前検査に合格し、溶液燃料を用い
た運転を開始した。現在は棒状燃料と軽水減速材を用いる臨界実
験装置に改造中である。

○STACYの長期施設管理方針は、試験炉規則及び保安規定に基づく
施設定期評価（高経年化に関する評価）を実施し、その評価結果を
とりまとめた上で2023年3月に策定した。

〇策定した長期施設管理方針を保安規定に追加するため、本申請を
行う。



4

２．ＳＴＡＣＹの概要（１）
改造後の主要仕様

炉 型 濃縮ウラン燃料軽水減速型

熱 出 力 最大200W

週間積算出力 最大0.3kW・ｈ

年間積算出力 最大３kW・ｈ

燃 料 ウラン棒状燃料（235Ｕ濃縮度10wt%以下）

棒状燃料挿入本数 50本以上900本以下

臨界水位 40ｃｍ以上140ｃｍ以下

反応度制御 軽水（減速材及び反射材）による水位制御

冷却材
な し

（低出力（最大200W）であり、
崩壊熱除去を含め、冷却は不要。）

最大過剰反応度
0.3ドル（通常時）

0.8ドル（運転時の異常な過渡変化時）

最大反応度添加率 ３セント/秒

緊急停止
安全板挿入（スクラム信号発生後1.5秒以内）
排水弁開 （スクラム信号発生後１秒以内）

運転形態 短時間の運転（デイリー運転）

安全板

棒状燃料

格子板
格子板
フレーム

炉心タンク

STACY炉心タンク説明図

（継続使用）

【評価報告書 P.1-P.25】

減速材（軽水）の給排水
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２．ＳＴＡＣＹの概要（２）
安全機能上の特徴

➢ 原子炉停止系（安全板及び排水弁）は機能喪失しても安全側に働く（フェイル
セーフ機構）とし、停止機能維持に電源は不要。
・ 安全板が、自重落下で炉心へ挿入。
・ 排水弁は、スプリング反力により開いて排水。

➢ 停止状態の維持のために、原子炉停止後の操作及び監視は不要。

➢ 低出力（最大200W、年間積算出力最大３kW・ｈ）
更新前の運転（1995年から現在まで）による総積算出力は約5.2kW・ｈ

➢ 崩壊熱除去を含め、冷却は不要。放射性物質の内蔵量が少なく、設計基準事
故においても閉じ込め機能を期待していない。

➢ 全ての停止機能及び閉じ込め機能の喪失を想定しても、周辺公衆に対する放
射線被ばくが５mSvを超えることはないため、耐震Ｓクラス施設は有しない。

【評価報告書 P.1-P.29】



３．STACYの経年変化に関する評価（１）実施体制
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理事長
中央安全審査・
品質保証委員会

原子力科学研究所長

STACY原子炉
主任技術者

原子炉施設等安
全審査委員会

原子力科学研究所
担当理事

臨界ホット試験技術部
臨界技術第１課（本体施設）

放射線管理部
放射線管理第１課（放射線管理施設）

工務技術部
工務技術第１課（特定施設）

・評価結果の妥当性確認

・長期施設管理方針の妥
当性確認

・評価結果の妥当性確認

・長期施設管理方針の妥
当性確認

・経年変化に関する調査・評価
・評価報告書の作成

・トップマネジメント

・評価内容確認

（施設管理統括者）

臨界ホット試験技術部長（本体施設）

放射線管理部長（放射線管理施設）

工務技術部長（特定施設）

・評価結果のとりまとめ
・長期施設管理方針の策定

・長期施設管理方針の承認

臨界ホット試験技術部
内品質保証委員会

放射線管理部内品質
保証委員会

工務技術部内品質保
証委員会

・評価結果の妥当性確認

・長期施設管理方針の妥当性
確認



３．STACYの経年変化に関する評価 （２）評価フロー
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４．経年変化に関する評価の対象（１）

⚫評価対象は安全機能を有する設備機器のうち、更新後も
継続使用する機器

・棒状燃料、核計装、燃料貯蔵設備、廃棄設備、放射線管
理設備、非常用電源設備、建家等

⚫ＳＴＡＣＹ更新に係る改造工事等で新設された設備機器は
評価対象外

・炉心タンク、安全板装置、水位計、ダンプ槽、給排水設備
（配管・バルブ・ポンプ）など

8【評価報告書 P.5】
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槽ベント
設備Ａ

気体廃棄物
処理設備
（継続使用）

核燃料物質取扱設備
（溶液燃料調製設備等）

給排水系

溶液燃料
給排液系
供給設備（I）

炉心

核燃料物質貯蔵設備
（溶液燃料貯槽等）
（継続使用）
共用→STACY

※地階に設置

解体撤去後
に新設

（溶液系炉心）

配管遮断箇所 溶液燃料配管 気体廃棄系配管

改造後のSTACY（新設）

炉室

炉下室

：溶液系STACY施設（不使用設備） 【安全機能なし、評価対象外】

：継続使用設備【今回の高経年化評価対象設備】

：STACY（更新炉） 【新設のため、評価対象外】

液体廃棄物
廃棄設備
（継続使用）

固体廃棄物
廃棄設備
（継続使用）

放射性廃棄物
処理場

排水溝

TRACY（廃止措置） 溶液系STACY

４．経年変化に関する評価の対象（２）

棒状燃料は
継続使用



５．経年変化事象の抽出

①設計上考慮されている経年変化事象

・材料、使用状況を考慮して経年変化事象を抽出

②最近の知見で得られている経年変化事象※

・ 低サイクル疲労（STACYでは該当なし）

・ 中性子照射脆化

・ 照射誘起型応力腐食割れ（STACYでは該当なし）

・ ２相ステンレス鋼の熱時効（STACYでは該当なし）

・ 電気・計装品の絶縁低下

・ コンクリートの強度低下及び遮蔽能力低下

③国内外で事故故障の原因となった経年変化事象

・STACYの評価に係る事象なし

※2020年3月31日改正、原子力規制委員会「実用発電用原子炉施設における高
経年化対策実施ガイド」より

10【評価報告書 P.30ｰ31】



６．経年変化事象の評価（１）

【保守点検の実績評価】

保守・点検の内容や補修・交換について、点検記録、検査
記録、作業記録等を調査し、現状の保全内容が適切なもの
であることを確認 【評価報告書 P.32ｰ47】

【評価結果】

点検・保守、交換等が確実に行われていることを確認した
ため、保全活動内容は妥当であると評価する。

11【評価報告書 P.32ｰ55】



６．経年変化事象の評価（２）

【設備機器の経年変化に関する評価】

補修、取替えが容易でないものについて、構造、使用
材料、使用条件等を考慮して抽出した経年変化事象
に対して実施した保守点検の実績等を考慮し、10年
後の経年変化による健全性評価を実施

【評価結果（コンクリート劣化、構造材劣化）】

対象設備：建家等（建家（実験棟Ａ及びＢ）、炉室（Ｓ）、
排気筒、Pu保管ピット、固体廃棄物保管室）

・定期的な検査等に加えて、補修、劣化調査、耐震補
強等を行っており、健全性が確保されていることを確
認した。中性化については今後10年間の劣化進展に
ついても評価した。最も厳しい評価結果となる部位
（実験棟Ａ３階炉室上部、仕上材なし）のコンクリート
かぶり厚さ60㎜に対して、10年後の中性化深さは保
守的に見積もっても40.4㎜である。

以上の評価結果より、長期的に安全機能を維持でき
ることを確認した。

12【評価報告書 P.54ｰ55】



６．経年変化事象の評価（３）

【評価結果（中性子照射によるコンクリート劣化）】

対象設備：炉室（Ｓ）

炉室（Ｓ）内の中性子照射量の評価を行った結果、約7.2×1014

n/cm2であり、中性子照射によりコンクリートの劣化が起こる
1×1019 n/cm2に対して十分な裕度があることから、健全性が確
保されていることを確認した。今後10年間の運転を考慮しても
中性子照射量は4.2×1015 n/cm2程度であり、長期的に安全機
能を維持できることを確認した。

13【評価報告書 P.55】



７．まとめ・高経年化対策

評価の結果、長期的に安全機能を維持できることを確認した。

保全活動の実績を調査した結果、点検・保守、交換等が確実
に行われていることを確認した。また補修、取替えが容易でな
いものについて、10 年後の経年変化による健全性評価を実
施した。

【長期施設管理方針】

（始期：2023年９月 13日、適用期間： 10年間）

高経年化に関する評価の結果、高経年化対策として充実す
べき施設管理の項目はない。

14【評価報告書 P.56ｰ57】



① 保安活動の実施の状況に関する評価（10年ごとに実施）

運転開始
1993.9.13

10年
2003.9.13

20年
2013.9.13

30年
2023.9.13

40年
2033.9.13

▲1995.2.2
運転開始の起点は
試験炉規則附則に
基づく※1。

2004.12月 策定
（第1回）

2014.12月 策定
（第2回）

2023.10月 策定※2
（第3回）

2033.3月 策定
（第4回）

② 経年変化に関する技術的な評価（運転開始後30年までに実施、以後10年ごとに実施）

2023.3月 策定
（第1回）

2033.3月 策定
（第2回）

（参考）ＳＴＡＣＹ施設の定期的な評価の実施時期

以降は、

①保安活動の実施の

状況に関する評価

及び

②経年変化に関する

技術的な評価

を同時に実施

※1：試験炉規則附則（平成16年2月2日文部科学省令第五号）
この省令の施行の際現に運転を開始した日から起算して九年以上経過している原子炉の設置者に対するこの省令による改正後の規則第十四条の二
第一項の規定の適用については、同項中「原子炉の運転を開始した日から」とあるのは、「平成七年二月二日から」とする。）

※2：2014.12月に策定した定期評価報告書に基づき、STACYの運転再開前に実施する。
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